
対象製品 補助金額 補助基数

家庭用生ごみ処理機
（電動・手動）

購入額の2分の1
(100円未満切り捨て。
上限18,000円）

一世帯当たり
5年に1基

生ごみ堆肥化容器
（コンポスター、ＥＭ容
器）

購入額の2分の1
(100円未満切り捨て。
上限2,500円）

一世帯当たり
5年に2基

▲ウェブページ
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▲コンポスター▲ＥＭ容器

問合せ　土木管理課(７階)　☎(20)1537　 (20)1605

市では、排水施設や河川への負担軽減のため、雨水貯留槽および雨水浸透桝を設置する方に対し、
費用の一部を補助します。

◆補助対象
・雨水貯留槽（150L以上）
・雨水浸透桝
　（内径35㎝以上深さ50㎝以上）
◆補助額
設備材料費
　　＋　　　の1/2
設置工事費
◆補助限度
・1建物につき、雨水貯留槽および雨水浸透桝とも各2基まで
・1基当たりの限度額は雨水貯留槽が25,000円、雨水浸透桝が10,000円
※設置（購入等）前に必ずお問い合わせください。

雨水貯留施設等設置工事補助金について
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